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が
交
替
し
て
職
務
に
従
事
す
る
場

合
に
、
従
事
す
る
時
間
数
に
応
じ

た
報
酬
額
を
支
給
で
き
る
よ
う
に

改
め
る
も
の
で
す
。

○
令
和
５
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算　
　

 　
　
（
原
案
可
決
）

　

12
月
補
正
後
の
諸
情
勢
の
変
化

に
伴
う
各
種
経
費
の
追
加
措
置
や
、

国
の
補
正
予
算
に
伴
う
新
た
な
予

算
措
置
の
ほ
か
、
執
行
状
況
に
応

じ
た
減
額
措
置
を
行
お
う
と
す
る

も
の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
12

億
４
３
８
万
８
千
円
を
追
加
し
、

予
算
の
総
額
を
３
２
１
億
６
１
８

１
万
９
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
の
う
ち
、
総

務
費
で
は
、
総
務
一
般
管
理
費
に

お
い
て
、
当
初
予
算
で
措
置
し
て

い
な
い
退
職
者
等
に
対
す
る
退
職

手
当
及
び
本
年
度
の
退
職
者
で
既

に
退
職
手
当
を
支
給
し
た
者
に
対

し
、
給
与
改
定
の
影
響
に
よ
る
追

加
支
給
分
を
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

基
金
費
で
は
、
財
政
調
整
基
金

に
つ
い
て
、
国
の
令
和
５
年
度
補

正
予
算
に
お
い
て
、
普
通
交
付
税

に
臨
時
経
済
対
策
費
を
加
算
し
て

増
額
交
付
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
趣
旨
に
鑑

み
、
令
和
６
年
度
に
実
施
す
る
経

済
対
策
の
財
源
と
す
る
た
め
、
普

通
交
付
税
の
追
加
交
付
分
を
積
み

立
て
る
と
と
も
に
、
毎
年
度
の
財

源
不
足
に
備
え
る
た
め
、
前
年
度

繰
越
金
を
活
用
し
、
あ
わ
せ
て
積

み
立
て
を
行
う
も
の
で
す
。

ご
み
処
理
施
設
整
備
基
金
は
、
行

田
羽
生
資
源
環
境
組
合
に
お
い
て

建
設
が
進
め
ら
れ
る
ご
み
処
理
施

設
の
整
備
費
用
等
に
充
て
る
財
源

を
積
み
立
て
る
も
の
で
す
。

　

民
生
費
で
は
、
社
会
福
祉
法
人

へ
委
託
し
て
い
る
障
害
者
相
談
支

援
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
社

会
福
祉
法
に
基
づ
く
社
会
福
祉
事

業
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
消
費

税
の
非
課
税
事
業
と
し
て
取
り
扱

っ
て
き
た
も
の
が
、
国
の
通
知
に

よ
り
社
会
福
祉
事
業
に
は
該
当
し

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
本
年
度
分
及
び
本
年
度

を
除
き
遡
及
す
る
過
去
５
年
分
の

委
託
料
に
係
る
消
費
税
相
当
額
を

受
託
者
に
対
し
支
払
う
も
の
で
す
。

　

児
童
福
祉
一
般
管
理
費
で
は
、

保
育
所
等
に
お
け
る
受
入
れ
態
勢

の
整
備
を
図
る
た
め
、
医
療
的
ケ

ア
児
保
育
支
援
事
業
の
補
助
メ
ニ

ュ
ー
が
拡
充
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

該
当
す
る
市
内
の
１
園
に
対
し
、

研
修
の
受
講
支
援
、
備
品
補
助
、

災
害
対
策
備
品
の
整
備
に
要
す
る

費
用
に
つ
い
て
措
置
す
る
も
の
で

す
。
ま
た
、
物
価
高
騰
に
伴
う
保

育
所
等
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

光
熱
費
及
び
食
材
料
費
の
価
格
上

昇
相
当
分
を
給
付
し
、
保
育
所
等

に
お
け
る
運
営
の
安
定
化
を
図
る

も
の
で
す
。

　

予
防
費
で
は
、
令
和
５
年
度
か

ら
接
種
可
能
と
な
っ
た
子
宮
頸
が

ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
９
価
に
係
る
委

託
料
単
価
が
、
従
来
の
ワ
ク
チ
ン

単
価
と
比
較
し
て
大
幅
に
上
昇
し

た
こ
と
な
ど
に
伴
い
、
今
後
不
足

が
見
込
ま
れ
る
予
防
接
種
委
託
料

の
追
加
措
置
を
す
る
も
の
で
す
。

　

農
業
費
で
は
、
担
い
手
確
保
・

経
営
強
化
支
援
事
業
に
つ
い
て
、

国
の
補
正
予
算
成
立
に
伴
い
、
当

該
事
業
に
要
す
る
経
費
を
措
置
す

る
も
の
で
す
。

　

土
木
費
で
は
、
令
和
５
年
度
に

実
施
し
て
い
る
市
営
北
部
住
宅
の

解
体
工
事
に
お
い
て
、
設
計
段
階

で
は
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ぐ
い
の
打
設

が
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
く

い
の
撤
去
費
用
に
つ
い
て
追
加
措

置
す
る
も
の
で
す
。

　

消
防
費
で
は
、
避
難
所
に
お
け

る
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、

災
害
備
蓄
品
と
し
て
段
ボ
ー
ル
ベ

ッ
ド
の
購
入
費
用
に
つ
い
て
追
加

措
置
す
る
も
の
で
す
。

　

教
育
費
で
は
、
食
料
品
等
の
価

格
高
騰
を
踏
ま
え
、
家
計
へ
の
影

響
が
大
き
い
小
・
中
学
生
の
子
を

持
つ
世
帯
の
負
担
を
緩
和
す
る
た

め
、
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
の
う
ち
、
推

奨
事
業
メ
ニ
ュ
ー
分
を
活
用
し
た

食
の
応
援
給
付
金
を
支
給
す
る
も

の
で
す
。

　

文
化
財
保
護
費
で
は
、
旧
荒
井

八
郎
商
店
に
つ
い
て
、
今
後
活
用

を
検
討
す
る
上
に
お
い
て
、
建
物

本
体
の
耐
震
強
度
を
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
行
わ

れ
て
い
な
い
耐
震
診
断
を
実
施
す

る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
歳
出
を
賄
う

財
源
は
、
地
方
交
付
税
、
分
担
金

及
び
負
担
金
、
国
・
県
支
出
金
、

財
産
収
入
、
寄
附
金
及
び
繰
越
金

に
よ
り
措
置
す
る
も
の
で
す
。

補正予算

補
正
総
額

12
億
４
３
８
万
８
千
円

　

犯
罪
被
害
者
等
が
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の

実
現
に
向
け
、
犯
罪
被
害
者
等
の

権
利
利
益
の
保
護
及
び
犯
罪
被
害

の
軽
減
を
図
る
た
め
の
支
援
に
関

し
て
、
基
本
理
念
及
び
施
策
の
基

本
的
な
事
項
等
を
定
め
た
い
の
で
、

新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で

す
。

○
行
田
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
原
案
可
決
）

　

法
令
の
改
正
に
伴
い
、
繁
忙
期

等
に
よ
り
職
員
が
夏
季
休
暇
を
取

得
で
き
な
い
場
合
に
、
夏
季
休
暇

の
取
得
期
間
が
拡
大
で
き
る
よ
う

に
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

○
行
田
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常

勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例　
　
　
　
　
（
原
案
可
決
）

　

投
票
管
理
者
及
び
投
票
立
会
人選挙投票箱


